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午前９時29分 開議 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 皆さんおはようございます。今日は決算審査特別委員会の第２日目ということになります。９月

の13日先週の金曜日に引き続いて会議を再開していきたいというふうに思います。御存知のとお

り所賀議員が体調不良のためお休みですので、今回出席議員は９名ということになります。定足数

に達しておりますので、委員会は成立いたします。 

 

 

議案第 54 号 令和５年度太良町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

ただいまから審査に入りたいと思います。 

議案第 54 号 令和５年度太良町一般会計歳入歳出決算の認定についてこれを議題とい

たします。 

お諮りします。最初に歳出を審査し、その後に歳入を審査したいと思います。これに御

異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

異議なしと認めます。よって、最初に歳出を審査し、その後に歳入を審査することに決

定いたしました。 

次に、審査の方法として、十分な審議を尽くすために款を二、三款区切って行いたいと

思います。 

 

 

議会費、総務費について 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

初めに、歳出の議会費と総務費で、決算書の 63ページから 100 ページまで、行政実績報

告書では 34ページから 41 ページまでを審議いたします。 

行政実績について、関係課の概要説明を求めます。 
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なお、説明につきましては、簡潔にお願いいたします。 

○事務局長（今泉哲也君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○総務課長（津岡徳康君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。なお、節度ある質疑にするた

めに質疑の方は必ず挙手で発言を求め、委員長の許可を得て関係書類名、およびページ数

を言ってから質疑をお願いいたします。質疑の方ございませんでしょうか。 

○森田委員 

実績報告書の 38ページの⑧のところで交通安全対策費の件ですが、町のいたるところに

カーブミラーがありますけれども、それに対して点検とかは誰がしておられるんでしょう

か。 

○総務課防災係長（杉野光徳君） 

 防災係の杉野です。点検についてですが、町の職員のほうで機会をみて見回りをして、

ちょっと交通安全のみというかたちの見回りではありませんが、行きと帰りを別の‥‥‥

そういったかたちで施設のほうの点検をしてあと地区の方からも劣化していますよという

報告が、前回もちょっと広江地区のほうから上がっておりまして、現場のほう見させてい

ただいて今回早急に対応が必要ということで修繕の対応を考えておりますが、そういった

かたちで個々に対応をさせていただいている状況です。 

 以上です。 

○森田委員 

 それでは不定期に見回っているっていうことですよね。 

○総務課防災係長（杉野光徳君） 

 不定期になりますが、‥‥‥。 

○森田委員 

 それでは結構場所によっては交通量の激しいところでも曇ったような感じで見にくいと

ころがたまに見受けられるので、やっぱり事故とかが起きる前にそういうのまめに点検し

てもらえればなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○山口委員 

 37 ページの移住定住促進事業補助金で 35件ということで、920 万円あがっているんです

けど、去年が 13 件で 530 万ということで、だいぶ件数が伸びています。こちらの中身につ

いて教えて下さい。 

○企画商工課長（萩原昭彦君） 
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 お答えいたします。 

補助項目は６件に分かれております。１点目の仲介手数料補助ですね、売買とかそういっ

たときに間に入って来られる住宅メーカー‥‥‥限度額５万円を支出しているんですけど

も、仲介手数料が 19件、あと家財処分等の補助 10万円を限度としまして８件、３点目所

有者等の勧誘が２件、利用者のほうの改修賃貸の場合ですけども４件、５点目利用者改修

のほう、これは売買のほうですけども１件、６点目空き家解体の補助が１件ていうことで

処理をしております。 

以上です。 

○山口委員 

 そしたらその６項目のなかで、大幅に増えているというのはどういった内容になるんで

しょうか。 

○企画商工課長（萩原昭彦君） 

 お答えします。 

仲介手数料が昨年度の４件に対して、19 件。前年度家財処分が３件について今年度が８

件ということで、その辺が大幅に伸びている要因と思っております。 

以上です。 

○山口委員 

 そしたらその不動産の会社のほうが結構営業というか、空き家を売買するのに積極的に

動かれているということなりますか。 

○企画商工課長（萩原昭彦君） 

 お答えいたします。 

企画の担当のほうで、ホームページ等公募をしておりまして、それを‥‥‥といいます

か、頻繁に興味がある方が御覧になって、お問い合わせがあって、それから動いていると

いう話になります。 

○峰委員 

 35 ページの行政文書、ペーパーレス委託料で 460 万円、これは議会のほうもペーパーレ

スに対しての金額が上がっていますけど、どの課もこのペーパーレス化に対しては今から

先予算上がってくると思うとですけど、やっぱりペーパーレス化したほうが先々安くあが

るのか、それともそのままペーパーレスではなくて、やっていったほうがいいのか、予算

的には最終的にはどう考えておられますか。 

○総務課長（津岡徳康君） 

 ペーパーレスにつきましては、良いところと悪いところがあります。悪いところは‥‥

‥。非常にやりにくい。でもペーパーレスにしてパソコンのなかに収納しておけば、安全

な状態できちっと管理さえすればずっと保存ができている。それと文書を探すときに、あ
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れはどこいったか、これはどこにいったかとかが非常に分からなくなっていたのが、検索

することで‥‥‥良いところと悪いところがありますけど、これから先どんどん文書とい

うのは電子化をしていくことが見込まれますので、いちいちそれを紙で出してというのは

‥‥‥。そういったかたちで電子化というのは避けられないというふうに思って予算をつ

けて推進をしているところでございます。 

 以上です。 

○峰委員 

 タブレットも何年越しかは多分更新ばせんばいかんごとなると思うんですよね。そうい

った場合、タブレットもかなりの量ではあるし、またそういった調整ていうかサーバーと

かそういうとこともやらないかんというか、結局単価的に便利は便利でそりゃもうわかっ

てはいるんですけど、金額的にいけばペーパーのほうが安くなるのか、いやこっちのほう

が安くなるのか、どういうふうに考えておられますか。 

○総務課長（津岡徳康君） 

 紙で印字をしてきちんと保存をすれば、そんなシステム‥‥‥お金は掛からないです。

ただ行政文書をずっときちんと劣化をせずに保存するための経費ということを考えれば、

それなりの効果はありますので、そちらのほうで‥‥‥。今後書類をずっと紙のまま‥‥

‥書庫がいくらあっても足りなくなって、‥‥‥。極論にいえばそんな感じなので、場所

をとっていくとそれなりにやっぱりコストも掛かるっていうのもありますので、電子化の

ほうにということで考えているところでございます。 

 以上です。 

○山口委員 

あのさっきの質問に関連してなんですけども、いろいろ電子化したり、いろんなシステ

ムを庁舎内と庁舎外のシステムに例えばその政府が用意したようなシステムにアクセスす

るとかいろいろあると思うんですけども、ネットワークの速度って足りていますかね。そ

の通信の速度というのは遅くなったりとか、そういうのってありますか。 

○企画商工課情報システム係長（池田直道君） 

 今山口議員さんが言われた速度の話ですけれども、今のところ業務に支障があるような、

速度のほうが勝手にこの‥‥‥業務に支障のない程度の速度を保っている。ちょっとこの

速度出ていますよというのはちょっとお示しできないものとなっております。 

○山口委員 

 そのどれぐらいアクセスがあるかとか、そういうのによっても速度が変わってくると思

うんですけども、今後情報がもっと増えてきたら、例えばアクセスを庁舎外にしないとか

そういうこともあるかと思います。そのネットワークとか、ネットだけじゃなくて、ネッ

トワークですね。情報を例えばサーバーにアクセスして開くとか、そういう速度が遅くな
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れば、無駄な時間が増えていくので、もしそういうところにちょっと遅いんじゃないかみ

たいなのがあれば一回調査をしてそういったネットワークの状況というか強化みたいなも

のもされると業務の効率としてはストレスなくできるのかなと思いますが、その辺りは今

後どのように考えられていますか。 

○企画商工課情報システム係長（池田直道君） 

 今山口議員さんの職員さんが庁内はある程度スピードが出ているというのは見えません

けども、支障があったらその都度検討して速度改善をしたいと思っておりますけども、ち

ょっと議会の方もタブレット使用するということで、議会のほうのネットワークの状況と

かさせていただいたところでした。 

○森田委員 

 報告書の 39ページの⑨基金のところですけど、下のほうに山林育成基金とありますけど

も、これはどんな内容ですか。教えてもらえませんでしょうか。 

○財政課長（西村芳幸君） 

 山林育成基金のこれどういった事業に使ったかということでよろしいですかね。 

お答えします。 

山林育成基金ですね、５年度中に 3,000 万円の事業を行っております。内容については、

森林環境保全直接支援事業委託料、町有林の間伐等の事業ですね、そちらのほうに全額

3,000 万円充当しているところでございます。 

以上でございます。 

○森田委員 

 以前ですね、漁業者が山を育てることは海を育てることということで、植樹活動を行っ

たことがあるんですけども、最近そういうことが行なわれているんでしょうか。 

○町長（永淵孝幸君） 

 今の件はですね、今ここに農林水産課が来ておりませんけれども、農林水産課に話して

でも、山林係に話してでも、やはり県が山、川、海というようなことで事業をやっており

ます。うちのほうも海のための森づくり事業というのを何年か前もう３年ばかりなるかな。

‥‥‥買ったんですよね。そこら辺りに計画できんとかというふうなことで今、森林組合

含めて関係者あたりと協議してそこに植樹をしてもらうような取り組みをするように指示

はしておりますので、多分そこら辺は近いうちにそういった計画はあがってくるとは思い

ます。今ちょっとここで具体的にどこまで言ってよかかていうのは私も把握しておりませ

んので、お答えできませんけれどもそういったことです。 

○大鋸委員 

 実績報告書の 36ページの真ん中に書いてある相談ですね。行政相談、人権相談、無料法

律相談で回数があがっているんですけど、それぞれどういったことを町民さんは相談され
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ているんですか。話せる内容で。 

○総務課長（津岡徳康君） 

お答えします。 

行政相談につきましては、基本的には行政の対応について疑問がある方が、これもうち

ょっと取り合ってもらうようにできないのかということが多いです。それと人権相談です

が、これは人権に関わること全てになるので、ご近所トラブルとか嫁姑問題まで‥‥‥。

無料法律相談はこれは弁護士の方が無料でされますけども、法的な‥‥‥本格的にしたか

ったら、‥‥‥。 

○大鋸委員 

 じゃあ行政相談ということは対応について行政のこれは役場というか庁舎内である程度

の情報共有して解決というかそういうふうになっていくというところというふうにちょっ

と思ったんですが、あとは人権と法律についても同じようにそこで終わらせるというより

も、また次のところに繋げていくという発展的なかたちで利用者の方の問題を解決してい

くようなそういった流れっていう認識で大丈夫でしょうかね。 

○総務課長（津岡徳康君） 

 大体その流れになっております。大体がその場で終わるような‥‥‥聞いてはおります

けども、難しい問題についてはやっぱり法テラスというところに案内して対応を‥‥‥。 

○峰委員 

 39 ページの納税奨励組合の奨励金についてですけど、地区にいない方、いない方でもま

だ固定資産で家があったりしているわけなんですけども、こっちにいなくてそういう把握

は役場で分かっとっても、その人に連絡が取れんけんていうことで徴収ができんけん、奨

励金はないですもんねてこう言いしゃっとですけど、もうこっちにいないということは分

かっとっとやっけん、ちょっと排除してもろうて奨励金は出してもらうそういったことは

できないのでしょうか。 

○税務課長（羽鶴修一君） 

 お答えします。 

納税組合の班に関しましては、１年に１回文書を出して、班の構成とか振込先とかもご

ざいますので、そこら辺の文書を出させていただいて、もし脱退者がいるようであったら

そちらのほうに書いていただいて異動をさせていただいております。納税組合に関しては、

税務課のほうで主導的に動くのではなくて、班のほうでこういうメンバーで私たちは活動

しますということであげていただいておりますので、そちらのほうで対応しているところ

でございます。 

○峰委員 

 そしたら区長さんのほうには連絡がいっている、区長さんがちょっと手続きばしよらん
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ていうことですかね。 

○税務課長（羽鶴修一君） 

 文書に関しては区長さんにまずやって、区長さんから各班長さんに渡していただくよう

にしております。そのまとまった班の分をあげていただいて、区長さんが代表してうちに

持って来ていただくような流れになっております。 

 以上です。 

○峰委員 

 もう何て言いますか、もう 10 年もこっちおんしゃれんやったですもんね。ちょっとうち

んとこで言えば。でも土地があるけんということで、こう払ってもらっておったわけです。

でもその親の代は良かったですけど、その子供の代になったら、もう福岡におるわけなん

ですけど、いやもうこっちには来んし、町で買い取ってくいろていうような話も出たんで

すよ。家と土地を。そいでも町としてはいやそいは買いきらんというような話だったです

もんね。今から先これはどんどん出てくると思うんですけど、早い話が、親がおって、子

どもまではよかどん、その代まであとにいったら払いたくないというようなことだったん

ですよ。そういった場合どういった方法が一番いいのか。 

○町長（永淵孝幸君） 

 町で買うてくれんねという話はたまにあります。ていうのは山とかはですね、特に三里

あたりが自分たちで管理しーきらんけん買うてくれんねて。それが例えば町有林にくっつ

いたような場所であればいいでしょうけど、どこかにポツンて面積が小さければそこは良

い場所ならば町でも購入して良いですけれども、原野みたいなところをなかなかすぐそう

ね、じゃあ買いましょうかというふうな話にはならんわけですね。そういう検討委員会も

ありますので、そのなかで現場を見て本当にこれ町が買って、町もやはり利益にならんご

た。土地ば買うたっちゃ何もならんもんですから。そういったことを検討しながらしてお

ります。そして例えば住宅、町の中で住宅があってもう荒廃化してきて、老朽化してきて

取り壊さないかんという状況の中で、そこを買ってくれんねということであれば、場合に

よっては現場を見て、ここはよか町の分譲地として買えばいいんじゃないかなというとこ

ろはありますので、ケースバイケースで検討しながらやっておりますので、全て町で買う

てくれんかて言われて、じゃあというようなことにはちょっとならんと思いますので、そ

ういったことで御理解いただきたいと思います。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 税務課長、不在地主の取り扱いですたいね。不在地主の取り扱いそれについてもう少し

詳しく。 

○税務課長（羽鶴修一君） 

 お答えいたします。 
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確かに峰議員のおっしゃるとおり、現在高齢化とかで相続人さんの問題はあると思いま

す。これは全国的なものかと思っております。太良町においても例外ではございません。

基本お亡くなりになったら、相続人さんの指定届を出していただいて、その方にご請求す

るという流れはありますけど、相続人さん代表をされている方がまた亡くなって全くもう

太良町に住んだこともないような土地の税金を払う必要がある方というとも生じていると

ころでございます。そういう方に対しても、相続権がございますので、文書で代表して届

けを出していただいて、課税をして、お支払いをしていただく。お支払いがなかったら、

督促を出してそのあとずっと‥‥‥形を取っております。 

○峰委員 

 今あの納税奨励組合に入ってこんけん、この話がちょっと私質問したとですけど、そい

を外せばいいということでよろしいですかね。 

○税務課長（羽鶴修一君） 

 議員お見込みのとおりです。 

○副議長（川下武則君） 

 39 ページに基金がみんなで 70 億ばかりあるなかで、この基金の中から何か１つ、こう

太良町に、私今野球協会の会長ばしよっばってん、野球場もかなり古なったいとかいろい

ろしとっけんですよ、この基金の中から野球場を新しくしたりとか、また観光名所である

ところを少しでも綺麗にしたりとかそういうことをできるというか、そういうことをして

いったらどうかなていうふうに思っとっとですけど、今町長さんたちもみんな総務課長た

ちもおるけんばってんが、できればそういうのをこう新しい何かを太良町じゃなければで

きんていうところで１つぐらいはそがんとば基金の中からできんもんかなてずっと前から

思いよったとですけど、そこら辺はどうでしょうか。町長さん。 

○町長（永淵孝幸君） 

 この 39 ページの基金は 70億 8,000 万ばかりあるわけですけど、これは目的基金であっ

てここに 10項目あがっております。ですからこれをじゃ 70億あるからそのままこれを利

用するということにはちょっとならんと思いますけれども、そういった例えば大型事業を

計画する場合は、まず財源はどういったものを持ってくる、歳出がどのくらいなるのか、

その財源はどうなるのかていうことを充分検討した上で決めていかにゃいかんと思います

ので、ここで損があってもそうですねという話にはならんと思いますので。野球場あたり

も実は今軟式だけしか使われんわけですたいね。それで本当は硬式まで使えるように、例

えば嬉野のみゆき公園みたいにやれば、硬式のちょっとしたプロ野球あたりの誘致できる

ということにもなるわけですけども、一概にああいった大型事業の設営費というなのはな

かなか厳しい状況でありますので、今後そこら辺はこの町の町づくりのなかでいろいろな

方面から検討してそういった施設ができると交流人口が増えるからいいわけですけども、



 12 

ただ一概にそれだけ金掛けて本当に大丈夫かなとところがありますので、そこら辺はまた

しっかりと計画を立てながらやっていかにゃいかんとかなと思いはしておりますので、こ

こでこの基金あるということじゃなくてそういった考え方のなかで取り組んでいく必要が

あるのかなと思っておりますので。 

○副議長（川下武則君） 

 この前の待永さんの一般質問でもあったごと道の駅のとこも一緒ですけど、できればや

っぱ太良町にこいがあるけん今度こいができたけん良かったねていう、漁師の館の跡地に

しても、急ぐことはなかばってんが、きちっとしたプロジェクトていいますかそいを作っ

て他所に無いていうか、正直な話今鹿島のほうがもの凄く道の駅も整備されて、お客さん

が太良町の道の駅から向こうに流れているといいますか、そういう流れを食い止めるため

にもこういう使える基金があればどうかなて思いはしとっとですけど。そこら辺副町長ど

うですか。 

○副町長（毎原哲也君） 

 お答えします。 

その施設は１つ無くなったということでそこをしようとしていますけども、その他の今

ある施設についても将来はもう近々建て替えの時期が来ているというようなそういう話も

聞いていますので、今度作るところはどういうのができるか知りませんけど、それと統一

したような感じで持っていかないとやっぱりどういうふうに表現したほうがよかですかね。

例えば、スターバックスのそこは来るかどうか全く分からんのですけど、そういうのに来

てもらうような努力を例えばしてその同じような雰囲気の建物というか、そんな感じで整

備をしていくという、そういうのはしていかなくちゃいけないかなと思っております。で

もこの間も議会で言いましたように、県といろいろ話をしたりしているんですけど、あん

まりそういうコーヒーとか有名店を当てにしないがいいんじゃないですかと。太良町は太

良町独自のもので作っていったほうがいいんじゃないですかというような御指摘というか、

指導じゃないですけども、そういうふうに考えられたらいいんじゃないですかというよう

なことも言われたりしていますから、そこをどういうふうに、いやいやうちの太良町民と

かここを利用されるお客様の要望はコーヒー店が欲しいですよとか言ってるんですよと。

それが多いんですと。そういうのをどういうふうに県と折り合いをつけていくかというの

がちょっと今後問題だなというのがあります。だからそういうのも入れて統一した雰囲気

の良いものを作っていくと。将来に向けてですね。そういうふうな感じでおります。 

 以上です。 

○町長（永淵孝幸君） 

 ちょっとよかですか。 

ちょっと関連してですけれども、今道の駅のこの前待永議員の質問にもありましたけれ
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ども、今私は個人的にはあそこに食べる場所があったがいいという思いはしております。

しかしそこをやるとき、地元の飲食店あたりと協議していく中で、やはりあそこであまり

食べ物を扱うような施設はというような話が出ます。じゃあそこを無視して強引にやると

いうこともまたできません。ですからある程度はそういった利害関係のある人を関係者の

方と十分協議した上でそしてやっていかにゃいかんのかなと思っております。ですから急

いでそういった施設を作ったがために、交流人口は増えるかも分かりませんけども、地元

のほかの商店、飲食店あたりが疲弊しては意味がないわけですね。じゃあそこで全部をカ

バーできないと思いますので、飲食店あたりも十分協議した上でそしてどういった施設な

ら大丈夫なのかということまでクリアした上で、計画をしていかにゃいかんとかなと思っ

ております。ですからそういった漁師の館跡地については今副町長が申したように、いろ

いろな角度で今検討をしていただいておりますので、あとだって委員会の中でも結論を出

していただくと思っております。ですから経済建設の委員長報告をされておりますけれど

も、そういった他所はこうやったからといってうちでじゃあできるかていうとは分からん

わけですね。その利害関係者の方によう話を聞いていかんと。ですからそこでも十分慎重

にやっていかんと、作ったは本当にお客さんはなしでした、ほかのお店屋さんがトンてい

ったばってん、ならこりゃ意味なかて私は思うわけですね。そういったところも考慮しな

がらやっていく必要があると思いますので、時間を掛けてさせていただきたいと思います。 

○副議長（川下武則君） 

 そうですね。今町長が言うとごもっともだと思います。次教育長にちょっと頼みが。実

は大浦のほうが野球部とか何とかが非常に３人でしたりとか、５人でしたりとか練習ばし

よっとですよ。やっぱりそういう何にしても一緒ですけど、子どもたちがずっと減いよっ

もんやっけんですよ。やっぱいどこが使ってもよかごと太良町で学校で１つぐらいはスク

ールバスじゃなかばってんが、そういう部活でも一緒にできるような、今すぐにその多良

と大浦と合流するていうことは厳しかかもしれんばってん、部活とか何とかだけでも、一

緒に出来るようにしたりとかして、子どもたちがやっぱり太良町に住んどって良かったと、

あとで思えるようなそういう部活にしても、何とか対策をて思っとっとですけどどうでし

ょうか。 

○教育長（岡 陽子君） 

 現在、太良町教育環境整備検討委員会の第１回を開催したところです。その会議で部活

のあり方などについても、検討することになりますので、是非今おっしゃっていただいた

ように、太良町に住んで良かったと子供たちが思えるような、部活のあり方も、社会教育

課と学校教育課が連携しながら、少しでもいいものを考えていければというふうに思って

います。まだこれという回答はございませんが、これから検討していく予定で、まず町民

の皆様にアンケートを取りたいということで進めております。 
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 以上です。 

○山口委員 

 その基金のことについて私も乗っかりたいと思うんですけども、ふるさと応援寄附金で

取り崩しを毎年６億何千万とかされていますと。今のところその積立金ということで、同

額ぐらいのものが入ってくるという状況で何とかもっているかなと思うんですけども、こ

このふるさと応援寄附金の今の見通しというのは、どうなっているんでしょうか。 

○財政課長（西村芳幸君） 

 お答えします。 

 令和５年度については、積立金と取り崩し額、ほぼほぼ変わらない状況で、今の事業ベ

ースでいきましたら、寄附金６億 3,000 万程度いただけたら、こちらの基金が目減りする

ことはないという結果でございます。実際問題として、令和４年度、５年度と６億程度で

ちょっと推移しておりますけど、総務省のふるさと応援納税に対する指導等も厳しくなっ

て、５割経費ですね。募集に関わる経費を５割以内に抑えなさいという指導があっており、

それに対して、町としてはふるさと納税の指定を取り消されるようなことがあってはなら

ないということで、そこを我々はしっかりと遵守しているところです。そういうことで、

その遵守をするが上に給付金に対する謝礼率が３割までいいんですけど、うちの状況でい

いますと、24、5％程度とどうしても配送料がかかるもんで、うちの商品がですね。そうい

ったことで非常に苦戦をしているところでございますけど、今後は５年度についても協力

事業者さんについても６業者ほど増えてその寄附金のメニューについても 30品目ほど増

えていますので、そういったことを各種ポータルサイトを通じてしっかりとＰＲをして寄

附金の増に繋げていきたいとこのように考えております。 

 以上でございます。 

○山口委員 

 去年から楽天のポータルのほうに、掲載をされていると思うんですけども、その楽天の

ほうがポイントを有するのがちょっとルール違反になるので、その苦しいと思うんですけ

どもそれによって楽天から入ってくる寄附金というのはどういうふうに変化をしているの

か。 

○財政課管財係長（片山みゆき君） 

お答えします。 

 楽天は５年度の 10月に導入したんですけれども、まだ今のところページ作りとかができ

ていない状態なので、ちょっと楽天がポイントによってどうなったかというふうなところ

は、今のところお答えできないんですけれども、逆にうちは楽天の方をもっと充実させて

いくような形で金額を上げていきたいと思っています。それとポイントについては来年の

10 月からの話なので、ちょっとどうなるかというところなんですけれども、楽天に限らず
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どこでもポイントはあるんですよね。ふるさと納税するにあたって、あるのでそこは全部

なくなったときにどうなるかというのもちょっと今のところ分からないんですけど、楽天

については去年よりは大分パーセント的にシェア上がっていますので、楽天の方を充実さ

せて寄付額をアップさせようと思っているところです。 

○決算審査特別副委員長（待永るい子君） 

 37 ページですかね。さっき出ました移住定住で、現在の移住定住の登録してある数と、

それから売買と賃貸の数をお伺いしたいと思います。 

○企画商工課企画政策係長（土橋久昭君） 

空き家情報バンクに今登録されている物件の数ということでよろしいですか。 

今日現在空き家情報バンクに登録されている物件は、賃貸が１件、売買が 14 件、建物で 

はなく空き地の売買が８件の合計 23件、今登録をしてあります。 

 以上です。 

○決算審査特別副委員長（待永るい子君） 

 １ヶ月ぐらい前だったと思いますけど、私が状況を聞いたときに 45件何かあるてやった

から、ちょっとそれからしたら大分売れたのかなと思うんですけど、そのときは空き家を

借りたいていう方がいらっしゃって、その多分低所得者の方ですから、現在住んでいると

ころが１万円で借りているけど、出ないといけないということで相談に来られたんですけ

ど、４万 8,000 円だったですかね。そのときその貸し出しのこの登録してある方が一軒家

だからそうだったんでしょうけど。２階建ての。それで折り合いがなくて、多分そういう

ところがなかったら、今町内にいらっしゃる方も出て行かれるだろうと思うんですよね。

これは移住定住だから、外から来てくださいていう施策ですけど、今度反対に町から出て

行かれる方、これもやっぱりちゃんと住宅が、やっぱりなかったら出て行かれるのかなと

いうふうに心配をしております。もう１つは町営住宅に何回応募しても抽選で落とされる

と。今実家にいるけど、結婚して町内に住みたいから探してるて言われたんですけど、そ

れもなくて、多分出て行かれるかなと。鹿島か諫早かそういう心配をしています。移住定

住ですけど、そういう出て行かないというそういう考え方での施策というのは考えてあり

ますか。 

○企画商工課長（萩原昭彦君） 

お答えいたします。 

まず空き家のほうの料金設定につきましては、当然その家主さんの料金設定、その物件

の状況に応じた料金設定ですので、そこの辺は借りたい人、買いたい人との調整になるか

なと。町としての対策ですけども、１つは空き家の仏さんとかいろいろあるていうことで

すけども、そういったところを認知はしていただいてできればそういう空き家の登録をし

て貸出しと売りたいていうのもしていかなければならないのと、もう１つは民間賃貸住宅
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のほうも引き続き取り組んでおりますので、今年度もそういった民間賃貸住宅をしたいと

ちょっと御相談のほうもあっておりますので、その辺といろんな分野で移住定住のほうに

実績が積んでいけるような取り組みをしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○町長（永淵孝幸君） 

 住宅政策ていうとは、例えば出て行かれんためにも作るとは町営住宅が一番よかっです

ね。作っとは作ってしまえば。しかしそれを作ってでも、出て行かれる方、入ってくる方

いろいろあると思いますけれども、それだけ経費を掛けてじゃあ本当にそこに太良町に残

ってもらおうて、人口を減らさないためにもやるには、皆さん御存知のように大浦でもあ

の住宅を作るのに約２億 5,000 万ぐらい掛かった。ですからその辺掛けてじゃあどんどん

町営住宅作りなさいていう話になれば、まっとしよるけど、金がありません。そういった

ことで私が実は県のほうにお願いもしました。県営住宅うちにはなかけん、県営住宅ば作

ってくれんねて。しかし今は県のほうでも佐賀市あたりに行けば県営住宅ていうとは空き

室が多いというようなことで県ももう建てるのはもう止めていると。だから太良町は逆に

需要が多いんだから作ってくれんかいというようなことで、佐賀にやったとですけど、県

のほうには無理と。じゃあ町でやるていうふうなことで、町でもやはり作るのは財政的に

も厳しいので、民間賃貸住宅あたりにお願いして作ってもらうてなことで今補助を取り組

んでやいよっわけですよ。ですからちょっと土地を広い土地を買われたときには、何すっ

とね、でくんない住宅ば作ってくれんかのていうふうなことで今回実はお願いして今議会

で 1,000 万予算上げていただいておりますけども、そういったかたちでお願いしておりま

す。そしてやはり新しい住宅に入るのが一番皆さん喜ばれると思いますけれども、近くに

空き家が出てきているんだから、その空き家を何とか利用していただくていうのが一番あ

れじゃないかなまた空き家に対しての補助あたりも上げているわけですよね。そちらのほ

うをもっと上げてもいいんじゃないかなと、逆に私はそう思いもしております。そうして

やることによって新しく作らなくて、空き家を利用してもらうと。そして近くにあれば町

が住宅用地として整備してそこに自分たちで若い人たちは作っていただこうという思いの

なかでも計画を考えておりますので、この住宅政策ていうとは人口減だからというふうな

ことでむやみに住宅あたりを建設町でするていうとは‥‥‥思いの中で私も今踏みとどま

って関係課長さんたちも今協議をしている。 

○決算審査特別副委員長（待永るい子君） 

 財源のこともありますから、私も作ってくださいとはあれですけど、やっぱり空き家を

うまく利用して低所得者の人が入りやすいていうか、民間のアパートは若い人がそりゃ綺

麗なとこ好きだから多分入られるし、ある程度家賃高くてもいいと思うんですけど、やっ

ぱり所得が少なくて、1人で単身で暮らしていらっしゃるっていう、そういう方はやっぱ
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りそういう高いところには入れませんから。やっぱり生活を直撃しますから、頑張っても

らって、空き家対策をやっぱりもう一歩進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

質疑がないので、質疑を終了したします。 

入替えのため、暫時休憩したいと思います。 

 

 

午前 10 時 20 分  休憩 

午前 10 時 29 分  再開 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

それではお揃いのようですので、休憩を閉じまして、直ちに会議を再開いたします。 

 

 

民生費、衛生費について 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 次に民生費と衛生費で決算書の 99ページから 140 ページまで。行政実績報告書では、42

ページから 53ページまでを審議いたします。 

行政実績については関係課の概要の説明を求めます。 

なお、説明につきましては、簡潔にお願いするとともに、発言の際はマスクを外して発言

をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしします。 

 それでは説明のほうよろしくお願いいたします。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○健康増進課長（中溝忠則君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○環境水道課環境係長（川﨑和久君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 ありがとうございました。 
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説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入ります。 

質疑の方ございませんでしょうか。 

○山口委員 

 行政実績報告書のなかで、地域包括ケアシステム、ちょっと書いてあるところがあって、

この地域包括ケアシステムの中で、病院が果たしている役割というのはどういうところに

なるんでしょうか。46ページ地域包括ケアシステムの現状について、病院がどういう役割

を担っているのかということなんですけども。 

○町民福祉課地域包括支援センター係長（川上みどり君） 

 お答えします。 

地域包括ケアシステムにおける町立病院の役割ということで、地域包括ケアシステムを

進めていくにあたって、事業の１つに在宅医療介護連携推進事業というのがあります。介

護保険は杵藤広域が保険者となっているんですけれども、この在宅医療介護連携推進事業

を進めるにあたって、杵藤広域から鹿島藤津医師会に在宅医療介護連携の委託を医師会に

してあって、そこの窓口病院として太良町は町立病院が担当していただいているというと

ころになります。 

○山口委員 

 先日病院の決算があったんですけど、そこで病院の事業は黒字なんですけど、訪問看護

ステーション事業ていうのは赤字、居宅介護支援事業ていうのも赤字、通所リハビリテー

ション事業ていうのも赤字で、訪問リハビリテーションとかこういうのがその赤字ていう

ことを言われていて、その介護の制度自体がちょっと改定がどんどんあって、なかなか利

益が出しづらい状況になってるていうことを言われてて、実際病院として赤字を出すのは

まずいと思うんですけど、地域包括ケアシステム全体として考えたときにこういう赤字て

いうのは、ある程度の町としては許容しなきゃいけない部分になってくるんですかね。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 地域包括ケアシステムとその目的ていうか、その辺についてちょっと説明をしてもらえ

ればいいと思います。 

○町民福祉課地域包括支援センター係長（川上みどり君） 

 地域包括ケアシステムというのに医療・看護の柱、介護・リハビリという柱、保健・福

祉という柱があるんですが、町立病院が行われている訪問リハビリとか訪問看護は医療保

険のところで担う部分も大きいのかなというふうに今お話聞いて思ったんですが、その介

護保険のなかでどう考えるかていうところは、保険者である杵藤広域と一緒に考えていか

ないといけない課題ではないかなと思って、ちょっと町自体で単独でどうかと言われると

お答えが難しいかなというふうに思います。 

○山口委員 
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 何かこうどういうふうに問題を捉えるかっていうことなんですけど、私病院の赤字が悪

いっていうふうに一概に言っているわけではなくて、そういうサービスを求めている方が

町民さんのなかにいて、太良町としての地域包括ケアシステムていうのを先進的にどんど

ん進めてなるべくその連携を取っていきましょうという体制をずっと長年強化されてきて

いると思います。その中で何か制度上の問題であったりとか、その人為的な問題でこうい

った病院に赤字をつけると大変というか、負担が行き過ぎているていうのがもしあるんで

あれば、何かしら効率を良くする方法とか、システム全体で改善する方法ていうのを何か

町として考えなきゃいけないのかなていうふうに思って。何かこの前病院の会計を見てき

て、これ赤字だからどうこうていうのがもしかしたら言えないのかなと思って、調べてい

たら地域包括ケアシステムっていうのに行き当たったので、そういって地域包括ケアシス

テムとして今後どういうふうなことに更に取り組んでいく必要があるのかみたいなことを

教えてもらうと、我々としても何かコメントがしやすいのかなと思った次第です。何かす

いません、分かりにくくて。 

○町民福祉課地域包括支援センター係長（川上みどり君） 

 いただいた意見をいろんな協議体がありますので、そこで検討をしていきたいと思いま

す。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 地域包括ケアシステムと病院がやっている事業というのは、関係がないと言えばないで

すし、あると言えばありますよね。そいけんその事業については、病院がやっている事業

についてはほかの福祉施設でもやいよっわけたいね。そいけんがそこだけじゃなくて病院

だけじゃなくて、病院については赤字やんもんね。今んところ赤字。その辺については病

院側の対応になってくると思います。地域包括ケアの対応よりもどちらかと言えば。 

ほかに。 

○大鋸委員 

 今の山口議員のに関連してでですけども、その町の方向性として今医療のほうの訪問介

護とかちょっと赤字ということなんですけども、必要だからそれをやっているというとこ

ろだと思うんですね。そのここ 10 年で高齢者の方、もう 1つワンランク上がって、生活の

支援とかが必要な方が増えてくるていうのは予測として上がるとは思うんですけども、し

かしながらこの方たちを在宅でケアする方向性を町としてはもっと力を入れていきたいの

か、その辺の方向性ていうのはどのように考えられているんでしょうか。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 大鋸議員さんの分の最初の町の方向性としては、元気な高齢者といいますか予防の方か

らいきまして、それでも認定介護の方が上がっていったら医療の方と連携するという状況

になってくるので、まずは最初取り組むべきところは元気な高齢者を増やそうという予防
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事業の方に力を入れていって、段階的に医療のほうの在宅‥‥‥自分の自宅で住み慣れた

ところで生活をしていただく支援のほうの方向性に繋げていければと思っております。 

○大鋸委員 

 今言われたように結構太良町って高齢者の人口の割には、結構元気な方が多いイメージ

というか印象が。介護保険の認定とかも 500 人程しかまだ登録をされていないということ

もちょっとこの間お聞きしたりして、なので元気な健康人口を増やすと。日本の全体では

割と長寿なんですけど、割とその医療とか介護を介入しての長寿が長くなっているので、

予防費の投入というか啓蒙活動というかそういったところのことを多分高齢者に向けてて

いうよりもむしろもっと早い段階からやっていくていうのが多分今からていうか今求めら

れている。だから高齢者ていうよりも、赤ちゃんとかそういったところからの食の習慣だ

ったり、和食の見直しだったり、生活スタイルだったりとかいうところも踏まえて全体的

に見ていくていうことも考えられているていう認識で良かったですかね。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

ちょっとあまりにも全体的にこう大きすぎて、食の問題であれば児童の分から食の分の

助成事業も行っておりますし、今早い段階からの要望事業、要望活動等ことだと思うんで

すけれども、町としては様々なアプローチの仕方があって、早い段階から予防に繋げてい

ければていうような御指摘だと思うんですけど、検討しながら取り組んでいきたいと考え

ております。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 質問者の方につきましては、決算書と報告書に従って質問をしていただきたいというふ

うに思いますので。そのほうが回答もしやすいと思います。よろしくお願いします。 

○坂口委員 

 質問者も答弁者もせっかくあんた優しかて課長知っとっばってんさ、少し聞かれるごと

声高く言うくれんね。両方ともお願いします。 

○峰委員 

 それでは高くいきます。実績報告書の 42ページの結婚祝金交付金 240 万ほどあがってい

ますけど、この祝金と披露宴加算この内容をちょっと教えていただけないでしょうか。あ

と金額ですね。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

結婚祝金につきましては、交付件数が 11件で、１件あたり 20万円であります。披露宴

加算の分につきましては、披露宴についてＭＡＸ上限金額が 20万円であります。50人未

満から披露宴の招待数で金額がちょっと異なっておりまして、その分で減額しているとこ
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ろであります。 

以上です。 

○峰委員 

 披露宴加算が１件ていうことですけども、50 人以下で結婚式をしんさったていうことで

すかね。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

50 人未満の開催でありました。 

以上です。 

○峰委員 

 これは再婚ていうか、高齢者じゃなかばってん、再婚でもこの交付金は出るんですかね。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

年齢制限がありまして、50 歳未満となっております。 

○決算審査特別副委員長（待永るい子君） 

 決算書の 106 ページ、印刷製本費 234 万 2,060 円とありますけど、多分これ予算書に載

ってなかったと思いますけど、内容についてお伺いします。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

健康カレンダーの印刷製本費であります。 

以上です。 

○決算審査特別副委員長（待永るい子君） 

 これ予算書には上がってなかったと思うんですけど、財源ですね、それとこれ多分バタ

バタって年度末というか決まったんじゃないかなと思うんで、予算の出どころを。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

財源につきましては、行政実績報告書の 31ページのほうに真ん中のほうに、人生 100

年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金ということで、全額公益財団法人のほうから助

成のほうを受けております。 

以上です。 

○決算審査特別副委員長（待永るい子君） 

 バタバタで作られたので、いろいろ考えられる暇もなかったかと思いますけど、ひどく

私怒られて、なして同じとば２つも。中に少し違うんですけど、ほぼ同じみたいなこと言

われて、まず区長さんから怒られて言われました。やっぱり形が違うとか、１つ卓上とか
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１つこうだったらもっと違ったかもしれないんですけど、やっぱり同じ大きさも同じ、ち

ょっと写真は違っていたかもしれませんけど、そういうので非常にその私には批判がきた

ので、こういうのが今後あったらもうちょっと内容を考えてもらって、ちょっと違うのを

作られたりとかしたらどうかなと思いますので、そういう今後工夫をお願いします。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 ちょっとメリットというか、好評の声もありまして、すいません。町内のほうに配布し

たものは当然ありまして、町外のほうの施設入所者の方に太良町から町外の施設に入所さ

れていらっしゃる方たちにも、配布をさせていただいております。地元に戻れない高齢者

の方がふるさとを思い出して、よか写真のできとんねていうような好評の声も一部いただ

いておりますので、補足させていただきます。 

○峰委員 

 実績報告書の 50ページ。予防費の中の帯状疱疹 807 千円上がっておりますけど、生ワク

チンと不活化ワクチンやったと思いますけど、どっち。割合はどういうふうな状況ですか。 

○健康増進課健康づくり係長（福田里美君） 

 お答えいたします。 

令和５年度の実績によりますと、生ワクチンが 12 件、不活化ワクチンが 69 件なんですけ

れども、不活化ワクチンが２回接種になっておりますので、おおよそその半分ですので 35

人程というふうになっております。 

以上でございます。 

○峰委員 

 最近というか私の知った方も結構まだ半年なんさばってん、まだ痛かていうて。受けた

かばってんがていうて話ばしんさっとですけど、そういった場合はまだ痛みのあっても受

けられるっとですかね。予防接種は受けられるのか。まだ痛みがあるけん、そのワクチン

ば打っていいのか。帯状疱疹で、半年は過ぎといさっばってん、まだ痛かて言うて。 

○健康増進課健康づくり係長（福田里美君） 

 お答えいたします。 

帯状疱疹の助成が生涯に一度というところで、その方がもし受けてらっしゃらなければ、

主治医の先生とちょっと御相談をされてからの接種をお勧めいたします。 

以上でございます。 

○大鋸委員 

 実績報告の 48ページ、保育園のことについてですけども、町内を利用するお子さんが多

い中、町外を利用している方がこれ 20人ぐらいはいらっしゃるのかなというふうに思って

います。この方たちは親御さんのお仕事とかで町外に預けるということが多いんでしょう

か。 
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○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 大鋸議員のお見込みのとおりでございます。 

○大鋸委員 

 それで今後お子さんがちょっと減っていくということは確実ですよね。それで多分保育

園も今の定員では減っていくのは事実ですし、保育園自体もひょっとしたら今後１箇所に

なる可能性もあるとかいうじゃないですか。そういった中で子供たちがいないと保育園自

体の運営とかも厳しいとかいうのがあるんじゃないかなと。それは今回いふく保育園がお

子さんがいないから、スタッフが何人か辞められたみたいなこともお聞きしたもので。で

も次また生まれたとき預けたいのに、預けられないみたいなそういう状況が今後町内でも

起こりうるのではないかと思いまして、町外に預けている方も、なるべく町内のほうを利

用していただくとか、そういったことっていうのはどういうふうに考えてらっしゃるんで

しょうか。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

大鋸議員さんのおっしゃるとおり、いふく保育園につきましては、定員の減のほうを予

定されておりまして、今現在のところでは待機児童の数は０であります。その分にも、町

としても注意しながら、待機児童がでないように応援していきたいと思っております。 

 以上です。 

○副町長（毎原哲也君） 

 町外に行きよいしゃ人は町内の保育園とかにやった、少なくなっているからやったほう

がいいんじゃないですか。どうお考えですかていうことを言われました。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 町としては、町内のほうに行ってもらいたい気持ちはあるんですけれども、そこは何と

も答えられないというところが実情でございます。 

○町民福祉課子育て支援係長（針長俊英君） 

 課長おっしゃるとおり、ちょっとこっちからはいろいろ言えない状況でありまして、町

内にとはできない状況であります。 

○大鋸委員 

 課題として先々はそういうのがある可能性は十分にあるというところで、私の方も動い

ていくというか、お母さん方にもなるべく町内を利用していただいたりとか。保育園がな

いとどうしても外に預けたり、生活自体がちょっとですねというところで、外にというふ

うになってしまいますので、やはりちょっと保育園の課題というのは考えないといけない

かなと。 

○山口委員 
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 行政実績報告書の 42ページに、電力・ガス・食料品等の価格高騰重点支援給付金という

ことで、非課税世帯とかそういったところに金銭的な支援を国からお金をもらってされる

と思うんですけども、実際こういった例えば生活保護を受けている方とかっていうのは、

今どのくらい推移しているのか。増えているとか減っているとかそういうのが分かれば。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 生活保護世帯につきましては、令和５年度が 34 世帯であります。令和４年度も同じく

34 世帯で、特別な増減はあっておりません。世帯員数につきましても、令和５年度が 43

人で、令和４年度が 45人で世帯構成員数につきましても、大きな増減はあっておりません。 

以上です。 

○山口委員 

こっちの特別資料というか、超過勤務のところで資料があるんですけども、町民福祉課

さんがやっぱりかなり超勤が大きくなっているというのは、毎年のことだと思うんですけ

ども、これってどういう原因があるんでしょうか。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

町民福祉課の中には、係が５つありまして、戸籍年金係につきましては、窓口延長業務

の分の時間外勤務手当となっております。同じく地域包括支援センターにつきましては、

昨年度多かった理由が移設ですね。場所の移設のために８月に時間外勤務手当が増えてい

るところであります。子育て支援係と福祉係につきましては、国と県の補助事業が多くあ

りまして、その分の実績、申請書などの作成のために時間外勤務手当が増えているところ

であります。 

以上です。 

○山口委員 

 やっぱり業務量が多いというか、幼い子供に関することから、高齢者の方まで。ただ担

っているところが国とか県とか関わる部分が多くて、そのように報告とかそういう部分が

かなり多いのかなと思っています。実際窓口もやっていたら、窓口対応している間は自分

の仕事できないわけなんで、何かお客さんが多かったら、その分停滞するみたいな、結構

大変な部署っていうか課なのかな推察できるんですが、この例えば子育て支援とか福祉関

係の書類ですよね、書類関係で例えば業務改善に使えそうなツールとかそういうものって

いうのは検討とかっていうのは。業務の負担を減らすためにツールとかっていうのは検討

は今のところされているんでしょうか。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

町民福祉課単独で文書等の改善を行っているところは今のところありません。 

 以上です。 
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○山口委員 

 そのいろんなＩＣＴのシステムとかそういうものを使って繰り返しやるような業務とか 

ですね、その例えば何かを何かに移し替えているとか転記しているとか、そういう業務が

も 

し多ければ、そういうものを改善するようなＩＣＴのツールっていうのは世の中にあるの 

かなと思いますので、そういったところも含めて負担を軽減するような、間違っていけな 

い業務だし、繰り返し起こるので、かなりストレスが掛かると思います。その辺りを検討 

されてみてはいかがかなとは思いました。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 デジタル化による業務の軽減ていうそういう動きはないんですかね。 

○町民福祉課長（田﨑哲次君） 

 お答えします。 

学童保育につきましては、アプリを導入しまして、連絡事項等はそちらのほうで行った

り、徐々に改善の方は行ってきているところであります。 

○大鋸委員 

 決算書の 136 ページの公害対策の費用で水質検査及び騒音というふうに上がっているん

ですが、これはどういった内容をされているのか教えて下さい。 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

 お答えいたします。 

こちらのほうの水質検査及び騒音・振動測定委託料となっていますが、太良町において

は、騒音と振動の測定を年に１回、多良地区と大浦地区隔年で実施をしております。水質

検査と表記をしていますが、水質検査についてはもし何か水質関係で町民の方から御相談

があった場合、そういったときに対応できるよう予算立てをしている状況でございます。 

以上でございます。 

○大鋸委員 

分かりました。町民さんからテレビの報道で PFAS のことについて、フッ化、有機フッ素

化合物ですね、すごく全国的に問題になっているということで、町の方はどうかという問

い合わせがあったんですね。そんときにお尋ねをして１箇所は、それについては１箇所は

大丈夫だということだったんですが、そのほかは今後どういった計画。 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

お答えいたします。 

これまで県のほうで川原の第 1ですけど、そちらのほうの水源地は検体をとって水質検

査、PFOS・PFOA を行っておりました。その後、国の方から PFOS・PFOA については町につ

いてもできるだけ確認をしなさいということで要請がありましたので、８月に町が維持管
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理しています給水栓での水質検査をいたしております。そちらの方の検査結果としまして

は、国が暫定的に水質基準を設定しています 50ナノグラム以下で検査機関のほうは確認さ

れております。 

以上でございます。 

○大鋸委員 

 検査されたということでありがとうございます。あと水質検査、先程問い合わせがあっ

たらということだったんですが、今ソーラーパネルを結構設置されいてる場所があって、

今全国的に問題になっているのは、やっぱりそこからの有害、ソーラーパネルからの有害

物質が地中に入って、地下室で汚染する可能性もあるとか、水質汚染に繋がっているとか

いうことも懸念されて、実際に起こっているところもあるわけなんです。そういったとこ

ろのもし町民さんからちょっとどうかという問合せがあるときはそういったことも範疇と

しては可能だというふうなところでいいですか。 

○環境水道課長（川﨑和久君） 

 お答えいたします。 

先程質問に対してちょっと答弁不足があったとですけど、水質については県のほうが監

督機関になっておりますので、町のほうにそういう御相談があった場合、県のほうに相談

しまして、そちらのほうの対応になるかと思っております。 

 以上でございます。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 それでは質疑がないので、質疑を終了したいと思います。 

 入替えのため暫時休憩をいたします。 

 

 

 

午前 11 時 17 分  休憩 

午前 11 時 25 分  再開 

 

 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

休憩を閉じ、直ちに会議を再開したいと思います。 
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労働費、農林水産費、商工費について 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 次に、労働費から農林水産費及び商工費まで、決算書の 139 ページから 170 ページまで、

行政実績報告書では、53 ページから 62ページまでを審議いたします。 

行政実績について、関係各課の概要説明を求めます。 

なお、説明につきましては、簡潔にお願いをいたします。よろしくお願い致します。 

○企画商工課長（萩原昭彦君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○農林水産課長（片山博文君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○建設課長（安本智樹君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○農林水産課長（片山博文君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○企画商工課長（萩原昭彦君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 説明が終わりましたので、質疑に入りたいと思います。 

質疑の方ありませんか。 

○森田委員 

 実績報告書の 59ページですけども、水産業費についてですが、水産業に対しては毎年手

厚くしてもらって有難いと思っております。先日の一般質問でも申し上げましたが、今現

在魚もカニも海苔も取れない状態であります。カニは話によれば少し回復の兆しがあって

いる話も聞きますけど、まだまだ採算の取れる状態ではないそうです。唯一昨年と今年、

アサリの稚貝がいくらか発生して明るい話題が上がったような感じだったんですが、去年

にしてもエイの食害などで悩まされています。今年もエイの食害があった上に、今度の台

風 10号の影響でもう泥ごと貝が海岸のほうに打ち上がって、もう沖の方にほとんどいない

というような状態だったんですが、春先にたまたまそのまま成長しても密植すぎて死ぬて

いう可能性があるということで、ネットがいくらか事務所のほうにありましたんで、それ

を泥ごとアサリをネットに詰めてずっとあちこち沖のほうにおいていたんですが、この台

風 10号で場所的に散乱してしまったんですが、中にいるアサリの稚貝をそのまま割と無事

でほっとしたところだったんですが、今年はもうちょっとこういう状態で手遅れなんです

けど、もし来年もまた稚貝が発生するような状態であれば、すぐ今度やったようにネット
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を詰めてあちこち場所に置いておきたいと思っているんですが、何分こういう今の状態で

はネットの購入費もままならない状態でありますので、できれば町からの協力をお願いで

きたらなと思って、言わせてもらいました。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

５年度の事業実績じゃなくて今後の対応ですたいね。 

○町長（永淵孝幸君） 

 ちょっと今後の‥‥‥決算委員会のなかでちょっとまだ答える段階ではないんですけど、

考え方としては、海苔とかはいろいろな支援をしてきました。そして漁船漁業についても、

海苔だけではいけないからてなことで支援を今もやってきました。そういったことで今後

そういった要望等はまず漁協あたりから出てきて、それに対する支援とかいろいろな話が

出てきたところで、検討させていただきたいと。1つ考えられるのは、アサリが去年、一

昨年ぐらいにもかなり増えたというようなことで、太良町だけでその分をどっかに移植し

ながらやるんじゃなくて、県下一斉でやれば有明海全体にアサリが広がっていくんじゃな

いかというようなことで、県の漁協と話をして太良のできとったアサリを持って行って放

流してもらったて話を聞いておりますので、その後その状況がどうなっているのかていう

ことまで報告を受けておりませんけれども、今後もそういったことで、有明海全体の問題

として、考えていかんと、太良町だけの問題だけじゃないと思いますので、そういったと

ころは県と、漁協あたりも協議されて要望書あたりを出していただければ幸いかなと思い

ます。 

○峰委員 

 実績報告書の 54ページ。農業総務費のところの多良岳オレンジ海道を行かす会の運営負

担金が 50 万に近年なっておりますけど、元々100 万円ついていたと思うんですけど、それ

が何で 50 万になったのかその経緯が分かれば教えていただけないでしょうか。 

○農林水産課長（片山博文君） 

 お答えいたします。 

令和４年度より 100 万から 50万に予算が削減された経緯でございますけど、新型コロナ

ウイルスの影響により活動が制限されたため、令和４年度から減少させていただいている

ところでございます。その活動の制限に伴って繰越金も増加しているため、その繰越金を

まず活用してから事業をしていくというようなかたちで負担金が半額になって、鹿島市、

太良町、ＪＡ各々50万円ずつ支出をしているような状況となっております。 

以上でございます。 

○峰委員 

 そしたらコロナの影響で活動をしてなくて、たまっとったということですかね。 

○農林水産課長（片山博文君） 



 29 

 お答えします。 

議員言われたとおりでございまして、繰越金が令和５年度の現在で 190 万 4,612 円ござ

いまして、その分をまず活用してからではなければということで、協議会のなかで鹿島市、

太良町、ＪＡもそこをまず活用してから次年度以降検討するというようなかたちで 50万に

削減されているというような状況となっております。 

○峰委員 

 それでは今コロナも収束して活動をやっていけばまた 100 万に戻る可能性はあるという

ことでしょうかね。 

○農林水産課長（片山博文君） 

 お答えいたします。 

その活動内容を順次見直しておりますけれども、今年度におきましてはトップセールス

の農産物のＰＲ事業とかそういったとを計画をしております。そういった事業内容の見直

しとともに予算が必要であればそういったかたちで予算がまた 100 万円お願いしたいとい

うことも出てくるかと思っております。 

 以上でございます。 

○町長（永淵孝幸君） 

 この多良岳オレンジ海道を活かす会に限らず、今荒廃してきている関係で後継者にやは

り嫁さんのきてがないというようなことで、今 20 代から 50代までの方が結構独身の男性

が多いというふうなことで、こういった組織を通じて何かイベントをしてやはり太良町に

独身男性が１人でも２人でも結婚するようなイベントでもやってくれんかという投げかけ

はしております。ですからそういった事業が本格的に本当にやってもらえれば、100 万で

は足らんと。もっとやっぱり増やしてやっていこうと。何でかていうぎにゃ、いろいろ農

業政策とか漁業も含めてですけど、経営とか何かの話はよく出るんですけど、経営ばっか

い言うたって、農家の跡取りの嫁さんがおらんやったりなしたりすれば、やっぱり後継者

もやる気がなかっちゃなかかと。いくらこっちで呼びかけしても。だからそういったとこ

ろをやはり嫁さんをとって家族を持てば必然的に頑張ろうという気持ちになっとやなかか

なと。だからそういった支援もするべきじゃないかと。ここでやるとはおかしかじゃなく

て、やっぱいこい鹿島と太良でやいよっとですけど、嬉野までひっくるめた会合もありま

すので、そういったところでもそういう話しておりますので。いろいろやはりイベントが

出てきたりとか事業がでてくれば当然増えていっていいと私はそういうふうに思っており

ますので。 

○山口委員 

 行政実績報告書の 56ページ。オレンジ海道の話が出たんで、オレンジ海道の話をしたい

と思います。これ農道の舗装の工事ていうのが、毎年あちこちしていただいているんです
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けども、結構聞くのがとにかく頻度が多くてなかなかやっている割にはぼこぼこしている

ところが次々出てきて、なかなか走っていて危ないという声をよく聞きます。これについ

て改善できるようなことってのはどうなんでしょうか。 

○建設課長（安本智樹君） 

 お答えします。 

今言われたオレンジ海道の舗装ですけど、今補助事業を活用して全体的な調査を行って、

今５工区が年度末で終わっていますけども、実際 16 工区ぐらい計画があります。なかなか

金額も多額になってなかなか進んでいない、補助金の絡みもあってなかなか進んでいない

状況ではありますけど、広域農道の単独事業の方を舗装補修 1期 2期ということで、ポッ

トホールとかあった場合にうちの方で緊急的に対応しながら補助金の方で延長 200 メート

ル、300 メートル区間を悪いところ路盤の悪い所から順次今行っている状況でございます。 

以上でございます・ 

○山口委員 

 以前これについて質問したときに、その農道であるのでその道路の舗装の基準ていうの

がどうしても国道とかに比べて多少ちょっと薄いのが分かるんですよね。詳しいことは分

からないんですけど、そういうのがある。実際国道と農道の交通量を見てみると、トラッ

クとかも走るし、交通量もさほどこう変わらないというか、結構走っているので、やっぱ

り早くヘたれるというか、それはもう当然のことなのかなと思うんですけども、ここにつ

いて何かもうちょっと舗装を厚くしたりとか何かこう長持ちするような方法ていうのはと

れないもんなんでしょうか。 

○建設課長（安本智樹君） 

 はい。お答えします。 

今現在補助事業で行っているのが、土壌を改良して行っているので、以前の路盤に比べ

れば、今のあれで計算して舗装を敷かれていますので、今、改良している舗装事業を行っ

ているところは以前よりは改善はしているという状況でございます。 

以上でございます。 

○山口委員 

 ありがとうございます。何かその改良がされているということで、私もいろんな人に改

良されよっけん、ちょっとあと 10 年ぐらいは待ってていう感じのですね、その全体をやる。

結構その舗装を何度もやり替えるていうのは、予算も掛かる上に、かなり不便になってい

くものでもあるので、なるべく補助事業など使われてやっているはずなので、そのまま変

えていっていただきたいなと思います。 

○峰委員 

 決算書の 166 ページ。竹崎城址展望台の件でちょっとお尋ねしますけど、委託料が 312



 31 

万 6,000 円、それから公園維持管理委託料、それから枯枝撤去、これは同じ管理のなかで

のことで、引き出しが 1つあってその中の小出しになっていて、結局業者は１つというこ

となんでしょうかね。 

○企画商工課長（萩原昭彦君） 

 お答えいたします。 

166 ページの竹崎城址関係の経費についてですけども、まず公園指定管理委託料につき

ましては、これは指定管理に委託しております。業者は森川造園のそこの維持管理に係る

経費といたしております。次に竹崎城址展望台の公園の維持管理ですけども、トイレがあ

ります。そこの浄化槽の維持管理経費でございます。３番目の枯木の撤去につきましては、

公園内の雑木林といいますか、そういった支障木につきまして、通行、観光客の妨げにな

る木をちょっとある程度伐採処理を委託しているところでございます。ちょっと業務内容

によって、支出が分かれているところでございます。 

以上です。 

○峰委員 

 展望台の公園駐車場の借地料、これは今年は借地料は 32 万 1,169 円なんですけど、花壇

の借地料、164ページこれは27万5,500円になっておりますけど、令和４年度は18万5,500

円になっとっですもんね。そいぎ約 10万こう今年は増えているわけなんですよ。あまりに

も極端にこう金額が違うし、またこの竹崎城がある以上この敷地料は毎年払っていってい

る訳でしょう。結局垂れ流しになると。何で建設するときに、売買ができなかったのか、

そこをちょっとまず金額の 10万増えているのは何でか。 

○企画商工課観光係長（中尾光宏君） 

 お答えします。 

花壇の借地料の謝礼に関しては、3筆借りるところを増やしましたので、その分で増え

ていると思っております。何故当初購入しなかったのかていうことですけれども、なかな

か交渉がまとまらなかったのかなというふうに思っていて、今度借地をお願いしたところ

も、公園の敷地として管理をしたほうが、ちょっともう畑として管理をされていたんです

けれども、やぼになっておりましたので、そういう話を提案をして借地の契約ができたと

いうところでございます。ちょっと売買までは話がまとまらなかっていうところです。 

以上です。 

○峰委員 

 そしたらこれはまた花壇は新たに買ったということで認識していいですね。 

○企画商工課観光係長（中尾光宏君） 

 議員さんお見込みのとおりでございます。 

○峰委員 
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 なーんも書かんで急にここの増えればおかしいなと思ったけんですね。 

それとですね、駐車場の舗装、報告書のほうの補修工事が 119 万 4,000 円と、こっちの

ほうとは数字が違う。決算書の 168 か。 

○企画商工課長（萩原昭彦君） 

 お答えいたします。 

決算書は円までの数値で記載をいたしております。行政実績につきましては、1,000 円

単位ですので、1,000 円未満の分については四捨五入の関係で若干のズレが生じていると

ころでございます。 

以上です。 

○決算審査特別副委員長（待永るい子君） 

 決算書の 152 ページにこれ決算されてないので、出てきてないんですけど、５年度に新

たに予算として基幹水利施設等緊急補修事業費ていうことで 100 万円あげられているんで

すけど、載ってないんですよね。使われなかったということでしょうけど。５年度に新た

にこう予算化されたにも関わらずなかったてことはどうしてかなと思って。課長あとで答

えて下さい。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

お昼になりましたので、午前中の審議はこの辺で終わって、１時から再開したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

 

午前 12 時 00 分  休憩 

午後 1 時 00 分  再開 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 それでは時間となりましたので休憩を閉じ、午前中に引き続き会議を再開いたします。 

先程から午前中申しましたとおり労働費から農林水業費および商工費です。質疑のある方

挙手をお願いします。さっきの質問お願いします。 

○建設課長（安本智樹君） 

 お答えします。 

先ほど、待永議員から質問があった基幹水利施設等緊急補修事業費補助金ですけども、令

和５年度から大浦土地改良区、北多良土地改良区の施設が結構老朽化が目立つということ

で突発事故に備えるために、令和５年度から 100 万円緊急補修ということで予算を組ませ

ていただいておりましたけども、５年度においては結果的に実施する事業がなかったため、
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そのまま不用額として残っております。本来３月で落としてもいいんですけども、３月補

正の予算段階では 12月下旬ということで、２月、３月にもし何かあったときに対応ができ

ないということで、そのまま不用額として残しております。 

以上でございます。 

○森田委員 

 実績報告書の 57ページですけど、健康の森整備費ということで、健康の森公園の指定管

理委託料ていうのがありますけど、今後の方針みたいなのがあれば教えていただけますか。

それともこのままの状態でいかれるのか。この 407 万円ていうのがありますけども、毎年

こういう額でいかれるのか、それとも。 

○農林水産課林政係長（木原武士君） 

 お答えします。 

指定管理委託料のほうにつきまして、先程議員さんが言われましたとおり 407 万円ござ

います。こちらのほうにつきましては、現在公園の芝生や施設の管理部分について太良町

森林組合さんのほうが管理となっていらっしゃいます。現在はこのかたちで指定管理のほ

うでお願いをしようかと思っております。今利用者のほうがなかなか増えていない状況で

ございますので、その健康の森公園のほうの有効管理を検討しながら、お客さんが増えて

いく方向を検討して更なる活用のほうを考えていきたいと思っております。 

以上でございます。 

○森田委員 

 私もたまに行かせてもらうんですけど、特に春先の桜が咲くころには物凄くきれいな良

い場所なので、それを皆さん行かれないのはもったいないなと思いまして、何か有効活用

とかできればもっと良いんじゃないかなと思いまして、質問させていただきました。 

○副議長（川下武則君） 

 一緒なんですけど、200 年の森この前の台風 10 号ではどうもしとらんやったですか。台

風 10号であっちこっちの木が倒れたとかいろんなニュースが流れよったとばってん、どう

やったですか。その森林の方は全体的に。200 年の森を含めて。 

○農林水産課林政係長（木原武士君） 

 お答えします。 

先般の台風のほうですけれども、その翌日に見回りのほうをさせていただきました。幸

い太良町内の町有林のほうにつきましては、大規模な倒木等については起こっておりませ

んでした。ですので、町有林のほうにつきましては、適切に間伐を行っておりまして、樹

間のほうも空いておりますので、かかり木が少ないために、倒木等が起こりにくい状況で

ありますので、今後も適切な森林管理を行って防災というか、災害に強い森づくりを今後

も作っていきたいなと思っております。 
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○山口委員 

 58ページに町有林の実態ということで41年以上の木が今人工林計ていうところで1,106

ヘクタールということで、全体の中でも大部分を占めていますと。ここの管理について年

数が経ちすぎると、病気が入ったりするのを防ぐとか、価値がなくなってしまうようなリ

スクっていうのは、今のところあるんでしょうか。 

○農林水産課林政係長（木原武士君） 

 お答えいたします。 

議員さんの先程お話をされたとおり、町有林の実態としては、41年生といって、従来の

森林の管理の方法でいうと、主伐を行う森林方法になってくるのが、町有林の大半になっ

てくると思います。現在森林の管理の方法につきましては、拡大再造林と呼ばれているも

のと、長伐期施業と２つの種類がございます。拡大再造林のほうについては、従来の 40

年生で伐採を行って、再造林を行う方法、もう一つは長伐期施業といって、その伐採の期

間を 80 年から 100 年まで延ばして、徐々に間伐を行いながら、施業を行っている方法があ

るんですが、太良町のほうについてはこちらのほうに書いておりますとおり、長伐期施業

を行っていく方向で今施業を行っております。以前は拡大再造林の 40年生のほうで行われ

ていた方法で伐採を行いますと、四寸角の柱のほうを多く取れるようになるんですけれど

も、長伐期施業のほうに移行していきますと、樹高が 24 センチ以上かなり太くなってきま

す。太くなっていくと、柱が１本ではなく、２本であったり、３本であったりということ

ができます。ただ価格は若干低くなっていく傾向はあります。ただ、径級を大きくしてい

きますと、ここ最近の傾向でいいますと、文化財のほうに使う木材、最近多くの寺社仏閣

のほうで改修を行ったり、台風等で修理を行ったりすることが多々あるんですけれども、

そういう寺社仏閣のほうに使えるような大径木、大きな径級の柱のほうが不足をしている

ということで、文化庁のほうでも文化財の森と呼ばれているものを探している状況でござ

います。太良町のほうについてはそちらのほうの指定のほうは受けてはおりませんけれど

も、町内のほうでは町伐期施業を行って 100 年もてるような森林づくり、200 年の森であ

ったら 200 年生を目指す山づくりのほうを行っておりますので、そういうふうな特殊材と

いうようなものに変わる森林づくりのほうを行っておりますので、価値のほうは低くなる

ことは今のところないのではないのかなと思ってはいます。 

以上でございます。 

○山口委員 

 長伐期施業ということで 100 年ぐらい見据えて管理をしていくということなんですけど

も、その例えば 80 年生、100 年生てなってきたときに、木がその分大きくなっていること

が考えられて、今例えば林道であったりとか、間伐をするにあたって使用している機材て

いうのはそのまま使えるようなものなのか、それとも材が大きくなった分何かしらの機械
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であったり、道路であったりていうものの強度を見直したりとか、そういうところってい

うのは今後発生する可能性ていうのはありますかね。 

○農林水産課林政係長（木原武士君） 

 お答えします。 

現在森林組合のほうで、使用されている機械のほうについては、集材機とラジキャニと

呼ばれているものを、架線で引っ張って引く従来の方法と、車輛を使ってスイングヤーダ

と呼ばれるもので、ウィンチを伸ばして集材をするものでございます。そちらのほうにつ

きましては、現在の機械のほうで今のところは集材のほうができる状況でございます。市

場の方に搬出をされる際には、４メートルないし、３メートルの太さに玉切りをして、搬

出をされるんですけれども、径級が大きくなるにつれて分搬の回数は増えていくかと思う

んですけれども、今のところ機械の方を大きく大径材の搬出の方に合うような機材のほう

に大きく変えたりていうのは、無いかと思います。ただ稼働率のほうがかなり増えてくる

かと思いますので、適宜こちらのほうについては改修等あとは見直しは必要になってくる

かとは思っております。 

○山口委員 

 先程文化財の補修とか、神社、仏閣の補修とかにそういった 100 年生以上 200 年生の木

が使用できる可能性があるということで、今の段階からそういった文化庁と問い合わせと

かその状況について問い合わせをされたりとか、またはそういった補修とかに対して積極

的に材を例えば提供して品質を見てもらうとか、そういった取り組みていうのは今のとこ

ろされているんでしょうか。 

○農林水産課林政係長（木原武士君） 

 お答えいたします。 

今のところ文化庁のほうについてはそういう調査のほうはきているんですけれども、ま

だ指定の対象になる 100 年生以上というものにはまだなっておりませんので、指定のほう

は受けておりませんが、今後状況のほうが変わってくる可能性もありますのでそちらのほ

うについては文化財の担当の学校教育課、教育委員会のほうにお話をしながら、指定のほ

うできるかどうかというのを含めて検討させていただければと思います。 

 以上です。 

○議長（江口孝二君） 

 決算書の156ページに林道費の工事請負費600万円これが不用額でなっておりますけど、

どういう理由で工事ができなかったのかお尋ねします。 

○農林水産課長（片山博文君） 

 お答えします。 

この 600 万円でございますけれども、職員の体調不良やスケジュール管理の不備で事業
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が実施できなかったというような形となっております。大変申し訳ございませんでした。 

また６年度においては、前年度発注予定箇所について、早期発注をして工事は既に終えて

おります。今年度におきましては、早期発注、事業の平準化に努めてまいります。申し訳

ございませんでした。 

○議長（江口孝二君） 

 理由は分かりました。そいで６年度で施工されたということばってんが、林道たくさん

ありますけど、あるここの当木線ていうですかね、ところに中腹に１軒だけ民家がありま

す。このオレンジ海道のトンネルの手前から左の方に登って行ってあるところばってんが、

今回台風でＮＴＴから早急に伐採をしてくれということで、場所を聞いてそこに行って見

たら、もう全体的に全部被って車が通るのに支障をきたすような状況であるけんですよ。

できれば新年度でよかけん、そこまでの分は毎日その方は利用されよっけんですよ。そこ

の分は早急に伐採等をお願いしたいと思います。場所は分かられると思いますけど。よろ

しくお願いします。 

○農林水産課長（片山博文君） 

 お答えします。 

今御指摘いただきました、当木線につきましては今言われたように、県道ないし町道と

同等で生活道となっておりますので、そこについては今議員御指摘のとおり、早期に解決

させていただきたいと思っております。 

○議長（江口孝二君） 

 すんません。まいっちょよかろうかにゃ。今度山じゃなくて海のことでお尋ねしますけ

ど、昨年から穴じゃっぱを取っていろいろ言われたと。皆さん御存知と思うばってんです

よ。今もう海に入ること自体いろいろ苦情等言われて、昔は待ち網とか何とかされよった

ですもんね。それが一切できんということで、町民さんから物凄く苦情がきよっとですよ

ね。そして、准組合員になればいいということで、２人だけは今してあっばってん、その

あとはお願いしても受理をしてくれんということで。これは漁協の関係ですけど、町とし

てそこら辺の指導も。私が一番心配しよっとは、海中鳥居今お客さんがもの凄く多して、

100 メートル先までお客さん入っていろいろしよらすもんね。そういうところに今度は出

入り禁止とか何とかなったら困るけんで。そこら辺は漁協さんとか県とか話をしてもらっ

て、太良は太良だけでできると思うけんですよ。その准組合員になるか、その辺ばでけん

か。この人は認めて、この人は認めんて話しにもならんけんですよ。だからそこら辺をち

ょっと何とか県のほうと話をしてもらって、太良町だけは昔みたいに 50メートルまでは入

られるっとか。准組合員になすとか、いろんなとで釣りだけはよかばってん、網を使った

りなしたりするとは、今河川のほうもちょっと言われよっけんですよ。多良川で鮎とっと

にもだめていうことをいわれよっけんで。昔から子どもたちが遊ぶけんですね。夏休みは。
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そこら辺はいくらかあいばしてもらって、その辺の調整をお願いしたかとばってん、どが

んでしょうか。 

○農林水産課水産係長（辻 幸晃君） 

 お答えします。 

海のほうで、アサリとかシャッパとか採ってはいけないていうふうなことで、有明海漁

協がそういった権利を持っているということで、権利を持たない人は准組合員になれば権

利出ると思うんですけど、権利を持ってない人はちょっと海に入ってはいけないというこ

とで一応なってるんですけど、海に入ること自体がだめというふうなことではなくて、獲

るていう行為が良くないということなので、ちょっと海中道路とか海中鳥居あるので、そ

こをちょっとそこを散策するだけでも、獲っているていうふうに見られて注意を受けたり

というふうなことがあったら、影響があるかもしれませんので、そこはちょっと漁協さん

とかにも確認しながら、協議すべきところは協議進めたいと思います。 

○町長（永淵孝幸君） 

 実は今の件は私にも話があったわけですね。県のほうとか、最初三池海上保安部から取

締されたとか話やったばってん、そしたらそうじゃなくて県のほうが投書じゃないですけ

ど来たというような話の中で、昔のおかず取り、自分がたで食べる分ぐらい取るのはもう

目ばつぶっとたと。しかしそれが何か貝ばいっぱい獲って、売ってとか、そしていくら上

げたとかいう話がきて、どうもそういう通報じゃいなんじゃいあっとっごたっですもんね。

自分がたで食べる分について海に行くなとか何かちょこっと貝を獲るなとかそこまでは厳

しく言わんとですけどねと。しかしそういう通報でもあれば言わざるをえんというふうな

ことやったもんやから、ちょっと私に来られた方にはそのお話をしました。そぎゃんいえ

ばあいがよんにょ獲って何十万がとしたの、なんのしたと人の前で言いよったもんにゃて。

そぎゃんとで言われとっとばいねて言うて、多分そぎゃんとのいたとっとよて言うたとこ

ろが、分かったそういばってんもう海には行かんて。もうやぐらしかてそぎゃんとばいっ

ちょ、いっちょ言わるぎにゃてにゃ。組合員か准組合員になればもうここ森田議員今おら

すけんわかっとらす、知っとんしゃっとばってんですね、准組合員になって年間いくらか

納めれば取られるていう話ですけど、そぎゃんまでして行かんでよかてその人は言われま

したけど。今言われるように海にでん入られん、そこんにきも行かれんこたっことで、何

か今ちょっとギスギスなっとごたっけん、もう少しそこら辺は県あたりももっとちゃんわ

いとしてもらうごと話もまた今後も見ていきたいと思います。 

○議長（江口孝二君） 

 １つだけお願いしたかとが、やっぱい准組合員になりたかていう人に対しては、やっぱ

い漁協のほうも、取り交わしてもろうてですよ、現実２人認めてあっけんですね。ほかの

人が受け付けんていうごたっ状況です。だからそこら辺はもう要望する人が金払ても見に
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行きたかていうもんの何人でんおっけんですね。そこら辺は組合の方と話ばしてもろうて、

スムーズにされるようにお願いしたかと思いますけど。ちょっとそこら辺ば話ばしてもら

えんですか。 

○農林水産課水産係長（辻 幸晃君） 

 お答えします。 

一応准組合員に認めてもらう方と、認めてもらえない方がおられるということなので、

ちょっとそういったお声があるということで、漁協のほうにも話をして進めたいと思いま

す。 

○森田委員 

 ちょっと関連したところですけど、さっき町長さんが言われたとおりにやっぱい私のと

ころにも誰かがよんにょ獲ったけんて太平楽言いよっとは、やっかんだごたっ感じで通報

のあっとるごたっとが強かごたっですもんね。今はイカゴすくいにしても検挙される方が

おるぐらいで、とにかく海に入られないと。特に波瀬ノ浦地区とか里地区とか海に面した

地区の人たちは自分の部落で何とか海を守ってるような状態なのに、海に入れない。何と

かしてくれということでその私も個人的に県の水産課に行ったり、漁協の本所に行ったり

とかして掛け合ったとですけど、まずこの太良の地区で解決したら問題なかとばってん、

もうそういう通報者がおるけんがややこしくなって自分たちは検挙しないわけにはいかな

いていうことで。その役員会でももっと准組合員を増やしてもいいんじゃないかていう提

案をしてもなかなか話が前に進まないような状況で、どうしたらいいか分からない状況な

んですよね。だからもう良かったら町の方にも言うてくれんかていう切実なお願いまでし

てもらったとですけど、何とか支所と話合って前向きに検討してもらえればなと思ってい

ます。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

質疑がないので質疑を終了したいと思います。 

入れ替えのため、暫時休憩したいと思います。 

 

 

午後 １ 時 25 分  休憩 

午後 1 時 32 分  再開 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 それでは先程申し上げましたように、ただいまから休憩を閉じまして、ただちに会議を

再開したいと思います。 
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土木費、消防費、教育費について 

 

 

次に土木費から消防費および教育費まで決算書の 169 ページから 218 ページまで。行政

実績報告書では 62ページから 75 ページまでを審議致します。行政実績について関係課の

概要説明を求めます。なお説明につきましては簡潔にお願いを致します。 

○建設課長（安本智樹君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○総務課長（津岡徳康君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○学校教育課長（與猶正弘君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○社会教育課長（西田一夫君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○学校教育課長（與猶正弘君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○社会教育課長（西田一夫君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○学校教育課長（與猶正弘君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 説明が終わりましたので、ただいまから質疑に入りたいと思います。 

質疑の方はありませんか。 

○山口委員 

実績報告書の 62ページ。道路維持費の町道愛路日委託料 53行政区ということで、200

万円あるんですけれども、これ例えば行政区によっては今までやっていた部分ができない

とかいう声もあるかと思うんですけども、今後というか今の段階でそういうそこまではし

ーえんもんねとかっていう話はどれくらいでてるんでしょうか。 

○建設課長（安本智樹君） 

お答えします。 

愛路日委託料の件ですけども、今年度 53行政区ということで中山、大川内地区について

は、町道がありませんので、実施されてないという決算になっております。今後もしばら

くはもうなかなか高齢化になって人がもうここからはしーきらんよというのが実際何地区
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かありますけども、その分についてはうちの道路路肩清掃の中に地区から地区をまたいだ

ところが、地区の人が通らんのでもうできないよていう所だったり、例で上げれば亀崎・

破瀬ノ浦線だったりとか地区にまたぐ関係ないところは、この路肩清掃委託料のほうで、

町のほうで実施をしているところでございます。今後も増えていくのが見えておりますの

で、できれば、出来るだけ町道を愛路日のほうで地区の方にできるだけ頑張っていただき

たいとは思っているんですけれども、人口が減ってなかなかできないものについては、う

ちのほうで対応しているところでございます。 

以上です。 

○山口委員 

その人間でやる上で、人は減ったり高齢化とかで草払い液とかを使うのが難しいという

状況も年々やっぱり 1人来んくなって、2人来んくなっていていうのが各地区あると思う

んですけど、何かそういう機械とか何か最近ルンバみたいな草払いの何かラジコンみたい

なのがあったりとかして、そういうのを町で導入するていうのはまだ早いかもしれないん

ですけれども、どういったものがあってどういうふうに使えるかていうような調査とかそ

ういうものっていうのは今のところされていたりするんでしょうか。 

○建設課長（安本智樹君） 

お答えします。 

今のところ路肩清掃については、設計にあたっては肩掛け式の一人でする歩掛で算出を

しておりますけども、ユーチューブで見ていますと、外国とかでかいバックホーが前につ

いて法面を走れば草を粉砕してするとはありはするんですけど、ちょっと金額的にもかな

り高いだろうと。今こっちに持っている業者もいないということで、そういうのが普及し

ていけば取り入れてはしていきたいとは思うんですけども、今のところは積算上はそうい

う業者がありませんので、人力の肩掛け式の草払いで積算をしていくと。 

○町長（永淵孝幸君） 

 この案件については峰議員が一般質問でされましたけれども、やはり高齢化してきて、

今まではその集落で賄っていたところがどうしても出来ないとかいった所は区と協議して  

現場あたりを見てもう町が業者に委託するとか、そして大きい木については極力町とやる

ということで話を決めてそういった要望を区長さんからいただいております。草払いぐら

いだったら何とかできるけれども、高木についてはもう危ないから町のほうで業者委託し

たほうがいいというふうなことでやっております。これからもそういったことで峰議員の

ときありましたけど、油代も上がってきているし、いろいろな機材等も上がってきてるか

ら、その辺の金額も 200 万円を見直すことできないのかというようなこともあっておりま

すので、そこら辺を含めて見直しをしながら、しかしこの町道全部業者委託すればとても

もううん千万円じゃないわけですね。ですからそういう金もありますので、そこら辺を加



 41 

味しながら、できる限り区のほうにお願いしていつもかっつもお願いして取り組んでいこ

うと。そして危ないところとか高齢化でもう出る人が少ないとか、延長が長いというとこ

ろはやはり町のほうで業者委託を考えていかにゃいかんのかなというふうなことで考えて

峰議員のときに答弁したとおりでございますので。そういったことで。 

○山口委員 

 人が減ったら技術というかそういう重機とかいろんな技術に頼っていく方法ていうのを

考えていかないと現実ちょっともうやりきれないという部分もあるかなと思いますので、

さっきユーチューブでバックホーつけて走るバリカンとか私見たのはこんなでかいナタみ

たいなのでこう道路を走るとか、ちょっとそういうのは日本では難しいかもしれんですけ

ど、そういう機械とかそういうのも広く情報を取り始めたほうがいいんじゃないかなと思

っていますので、その辺りできれば取り組んでいただきたいなと思っています。 

○町長（永淵孝幸君） 

 機械は購入するのもいいですけど、やはりその機械を扱う者もまた地元の人に頼めば事

故等があったとき大変ですので、そういったこともう業者にそういった機械がどうしても

必要だというところは業者委託を中心にお願いしていって、そして余計出たからといって

年度だいたい限度決めてやっておりますので、そこら辺は緊急性を見ながら取り組んでい

くように担当課とも取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○大鋸委員 

 実績報告の 66ページの教育費について、ちょっと内容はどれになるか分からないんです

けど、大浦小学校のほうでは昨年、５年度に漁業体験か何かをされたということをちょっ

とお聞きして、それを至る経緯ていうのが、ちょっとあと予算が充てられたのかをちょっ

とお尋ねしたいんです。 

○学校教育課長（與猶正弘君） 

 大浦小学校の投げ網体験されていますけど、予算的には学校のほうに予算を配当してお

りまして、その大浦小学校の予算の中でおそらく講師の謝金ということで、ここには出て

きてませんけど。 

○大鋸委員 

 大浦の方ではされて何で多良の方ではされないかという保護者さんたちの御意見があり

まして、是非多良の方でも子どもたちにそういった体験をさせたいていう声があがったも

ので、多分どういった経緯で保護者のほうからとかＰＴＡのほうからとかそういう話が上

がってされたのか、その辺も踏まえてちょっと聞きたかったところです。 

○学校教育課長（與猶正弘君） 

 多良校区についても、恐らく大浦は漁師さんが多いから保護者の方がされたんでしょう

けど多良の方でも、何らか相談してみたいと思います。 
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○森田委員 

 先程の山口議員の関連のですけど、私も山間部の人と話す機会がありまして、そこは地

区で年に２回草払いをするていうことだったんですが、高齢化で高いとこはできない、そ

いで無理してしよったらひっくり返って大怪我したということで、でも車にガシャガシャ

あたるけんどがんすっぎよかねていう相談を受けたもので、そういう場合はどうしたらい

いものか相談なんですけど。 

○建設課長（安本智樹君） 

 お答えします。 

町道であれば通行に支障があるんであれば、その土地の持ち主さんの同意書を得て要望

書を提出してもらっていますけども、基本的には町道敷であればできるんですけども、個

人さんの所有の土地から木が倒れそうになっているんであれば、通常、基本はもう個人さ

んで処理してもらうていうのが、当然のことなんですけども、勝手にうちは切れないので

どうしても支障がある場合は、車に当たるとかいう場合は同意書を付けて要望書を出して

もらえば、すぐには対応は出来ませんけども、年度計画にあげて伐採したりとかはしてい

ます。 

○森田委員 

 そこはもう部落で出てされていたということなんで、多分個人の所じゃないのかなと思

っているんですけどね。もしそういうときは区長さんを通じてとか言ってもらえれば大丈

夫ですかね。 

○建設課長（安本智樹君） 

 お答えします。 

議員のお見込みのとおりで区長さんのほうから要望書を出してもらうということで良い

と思います。 

○町長（永淵孝幸君） 

 今個人のとのこう被ってきとって。その個人さんに切って下さいてこりゃ高木ごたっと

ぎにゃ危なかけんね。ていうときは区長さんがその土地の地権者の承諾を得て、そして町

に要望書を出してもらうてなことで今処理をしております。ですから、そのあんたの家ん

とやっけん、あんたが切んしゃいてそういうことを言えばまた区の中で揉めもしますし、

その方がじゃあ業者さんを雇ってせんばらんかていうぎそれもまた酷ですので、そういっ

たときは町に相談をまずしてもらうてなことで。その代わり地権者の承諾書は必ずつけて

下さいていうふうなことでお話をしていただければいいのかなと思いますので。 

○峰委員 

 ６月の一般質問で質問したとですけど、関連ですけど、もう大分前から要望書を出しと

っばってん、まだ回ってしてもらわんていうようなこともこの間何人から言われてですよ。
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予算は 1,000 万円以上やったですかね、ある中でどれくらいの待ち時間じゃなかばってん、

もう何年でん待っとっていう人が現実におられたですよ。区長さんが。それでもまだして

もらわれんて。どういう状況になっていますか。その要望書。 

○町長（永淵孝幸君） 

 ちょっと今探しよっけんばってん、同じ集落からあそこも、ここも、こっちも、あっち

もて言われたっちゃ 1つの集落から６箇所、７箇所出ればやっぱりそこばかり使うわけに

はいきませんので、その中でも６箇所の中でも急ぐようなところ、緊急性のところから早

くして２箇所ぐらいとかいう感じでやっていきよっとやなかかなと思います。やるのは私

たちのときそうしよったけん。ですからもう何年もていうのはちょっと分からんとですけ

ど、どういう理由でできんのか。例えば地権者さんが承諾せんやったとか、そういった場

合も出てくるはずですね。地権者さんの承諾書のなければできません。しかし、町が受理

して何年もていうのはちょっと分かりませんけど、そこら辺についてはこちらのほうで答

弁させます。 

○建設課長（安本智樹君） 

 お答えします。 

要望件数ですけども、令和６年度で只今の時点で 25件あっとります。ほぼ伐採の要望が

ほとんどです。あと、舗装補修だったり、路肩の補修をしてほしいとか、側溝の改修をし

てほしいとかいろいろ要望があっとります。６年度に対しては、25件の内７件を進めてお

ります。伐採については、要望が出るのが距離があんまりも長かったりですよ、300 メー

トル、ここからここまでの伐採区間が長かったりするのは、それを何ヵ所か出されたりと

かされる地区もあります。その分については、うちが現地を回って、ちょっと優先順位を

つけてもらって、今年度はここだけさせて下さいという相談をしながら、ちょっとこっち

で判断しながら地区のほうにこうしますのでといってというような状況でしておりますけ

ども、５年度に要望があれば大体６年度の当初予算に上げて 1年遅れぐらいで予算を計上

してやっております。事業が進めば６年度分を前倒ししたりするときもありますけども、

基本延長が長いとほかの地区もありますので、その区間は待って下さいということで、待

ってもらっているときもあります。ほぼ、前の分は伐採はしている状況ではあると思うん

ですけど。 

○峰委員 

 私一般質問して、議会だよりとかに載ったですね。載ったときに今の区長さんじゃなく

て前の区長さんじゃなくて、おいがとき言うとっとこれ、今２年１期しーさって、今３年

目なんですけど、そいけん３年以上はなっとって。おい言うとったばってん、何もなかば

いて、言うとってくいろて言わしたばってん、私も今はちょっと言われんよて言うて、多

分出とって思います。 
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○建設課長（安本智樹君） 

 そこが場所がどこかちょっと分かりませんけども、基本ちょっと車の通行に支障がなけ

れば、もうちょっと先送りにさせてもらっているのが現状です。 

○副議長（川下武則君） 

 そしたら立木にしても、伐採にしてもこんだけ高齢化しよっけんですよ。もうちょっと

予算を、今まで例えば 1,000 万円組みよったところを 1,500 万円組むとかしてですよ。少

しでもできるごとしたらどうかなと思うんですけど、そこら辺は町長どうですか。 

○町長（永淵孝幸君） 

 そりゃ予算をとって組んでいきますよ。ですから例えば 20件出れば例えば１箇所 200

万したけんて、4,000 万円ばかいていうぎゃん話になっても、私も高齢化してきて、危険

なところはしないでくれと、区長さん方に言いよるわけですね。事故でもあれば大変と。

何千万とかの話じゃなかわけですね。怪我して、怪我くらいならよかけど、亡くなれば大

変なこと。ですから要望を出して下さいていうけんが、今件数は増えていきよっとですよ。

そこら辺についてはもう担当課と話をしながらそのちゃんと同意書もついてきとれば、予

算はある程度こりゃ財政課長もおっけんが、あんまいそぎゃんひどーどんどん増ゆっごと

言わんでくださいて言わるっかもしれんばってんが、極力組むようにして、道路の管理上

やっていくごたっことは対応していきたいとこのように思います。 

○副議長（川下武則君） 

 是非そのあいでやって下さい。そぎゃんせんやったらごっとい毎回毎回言わんばでけん

ごとなっけん。来年はこいば峰議員さんが言わんでよかごと。予算ば１億ばかい付けてく

るっぎにゃ。 

○山口委員 

 ちょっと盛り上がったけん関連でいいですか。そのさっき言った、例えば重機とか技術、

道具を使ってするてなったときに、例えば法面とかにワイヤーとかの入っとっじゃなかで

すか。その草刈り機でブンブンとかしよっぎ、ワイヤーば切ったりとか、法面とかのある

けんですよ。例えばそのもう少し残す長さもバリカンじゃなかけど、多少猶予を持たして、

例えば発注の仕様を決めるとかっていうとも、もしより少ない人数で、人間が少なくて機

械が多くなれば、細かいとかケアができんけん、例えば 2、30 センチぐらいは残して例え

ば伐採ができるていうことであれば、現実的に機械でできる面積も増えるかなと思うとで

すけど、その辺りて。 

○建設課長（安本智樹君） 

 地区からの要望もありますので、20センチ残して刈るというのはどうなのかなと。 

○待永委員 

 町営住宅未収の増えよっかなて思ってですね。全体的に税金もそうだったんですけど、
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１人の人のあれが増えているのかなていう予想なんですけど、状況はどんなですか。 

○建設課管理係（平石信行君） 

 コロナ禍におきまして、今年度になってから、いろいろ聞き取りをしまして、状況は様々

でしたけど、多くはコロナ禍での収入不足が原因ということで、今安定的に収入が入って

きているということで、納付約束をして現在納めていただいているのが続いている。また

ある方２件におきましては、病気で結構通院が多くなって、安定的な収入がなく、払い込

みが困難であったという相談を受けましたので、1件の方は生活保護に結び付けまして、

もう 1件の方につきましては治療の経過が良好ということで何月からまた納めて下さいと

いうことでそういうような状況で個々の相談に乗って対応しておりますので、今後この未

収金が今年度の評価からある一定程度の減額に向かうのではないかというふうに見ており

ます。 

○待永委員 

 そうですね。やっぱり広がってしまったら、なかなかそれをゼロにするには、滞納して

ある方にとっても、大変やし、やっぱり高齢化だったりそういう人たちが今までと同じ取

る方法じゃなくて、例えば何か収入があったら少しでももらうとかですね。そういうもう

ちょっときめ細かな対応をしてもらって、やっぱり増えないようにしていくのが、町のた

めでもあっですけど、やっぱり個人さん、その方のためでもあるかなと思うので、きめ細

かな対応をお願いします。 

○議長（江口孝二君） 

 すいません。実績報告書の 65 ページの消防団の夏季点検についてですけど、今年も８月

16 日に挙行されましたけど、そのとき以前から感じたんですけど、消防団員さんの制服で

すね。服今何種類あっですか。ここおられる方大概出席されとって思いますけど、一分団

から始まって、一分団、二分団は物凄い昔の服ていいますかね、厚い冬服、夏服兼用か知

らんばってんが、そのあと最後の方になったら、青かとの新しかとの制服ば着てあっです

よね、この異常気象の中であの暑かとの中であれを着て、果たして大丈夫やろうかと。た

またまそういうことを感じたけん、朝挨拶も一言しか言わんやったとですけどね。やっぱ

り幹部、ラッパ隊は綺麗な制服をしとっ。名前も付いとったりなしたりしとったもんね点

検ばして回ったとき。だからそこら辺は統一することが出来ないのか。ていうことはここ

の 182 ページに需用費の中に 125 万円も不用額出しとったいね。消耗品ば。だから一人当

たりいくらかかるか知らんばってんが、そういうことであればせっかく予算ば取ってしと

っとないばそっちのほうに活かすようにはできないものかと思ってですよ。今実際新しか

服の人は何割程度おられるのか、あと何人、何割が昔の服を着てそして高齢者ていう言い

方はいかんばってんが、経験者の人が昔の服を着とっはずやんもんね。だからそこら辺は

やっぱり今の制服揃えたがゆーはなかろうかと思うとばってんが、そこら辺担当課長どが
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んやろうか。 

○総務課長（津岡徳康君） 

消防団の制服につきましては、紺色の無地のやつが一番古い人たちが着ているやつがあ

って、あとその次に、その次に古い人、今の人はオレンジ色の凄く３種類ぐらい色がつい

たやつがありますよね。その暑さ対策としては、古くても新しくてもそれほど大差はない

感じが私はちょっとしているんですけれど、ちょっとそこら辺は団員さんに話を聞いてみ

ます。現実式典になりますと、議長おっしゃいますようにあの炎天下であの服を着る必要

があるのかというようなこともあるかと思いますので、団の方とはそこら辺のこともちょ

っと話をしてみたいとは思いますけど、消防団の服を統一するということになると、ちょ

っと 120 万円では足りんと思いますが、おいおい時間が経つにつれて、新しい服に変わっ

ていくから、一斉に変えなかったんだろうなという想像しか今のところはちょっとしない

んですけど、ちょっとそこら辺については御意見賜ったものについては消防団と話をして

みます。 

○議長（江口孝二君） 

 私がここで言うたってことはね、16日に私は団員と語っております。何かこの服装はて。

何でぎゃん違うとかて。４種類あっとよ。聞いたところで言えば。本当かどうか知らんば

ってんが。そいでどがんな。ぬっかとなて。着てみんしゃいて。着とかるんね１時間もて

ないという返事をもらって今課長答弁はあんまい夏服も変わらんていうごたっ言い方ばっ

てんさ。夏服じゃのうして、古かとじゃい変わらんて言うばってん。実際着用しとらす人

は全然違うよていう言い方ばしたもんね。だからその個人、個人のあいやろばってんが。

まして見た目でせっかく整列してしよっとにね、服装ば統一せんとね。あぎゃん県の消防

大会は揃えたごとして行きよばってんさ。靴なんかは違っとったもんね。だからそこら辺

をやっぱいすっとないば綺麗に１年に１回じゃいしか、２回しかありゃせんばってんが、

やっぱいもう私が言うたとはここにたまたま 120 万円残ったけん言うたばってんさ。１人

あたま２万円掛かれば、あと 300 人は 600 万円じゃいいくらか掛かるばってんね。その分

はしてやってはどがんですかて私は言いよっと。そいを変わる、交代すっと 20人ぐらいし

かおらんでしょうが。交代しよっとは。支援団員になったいなしたいして。だから山口議

員の一般質問にもあったばってん、500 人の定員に対しては、500 人じゃなくて町民の数で

金はくって答弁しよっとでしょ。だから 400 かになる可能性もあるわけですたいね。だか

らそこら辺の制服はピシャって統一したほうがゆーはなかろうかにゃーて思うとばってん、

そこら辺はどがんですか。町長。 

○町長（永淵孝幸君） 

 今江口議員が言わすごと、揃えたほうがみたんのうなかとですよ。私も確かにあそこ台

の上で上がってこう見っとき、紺があり、オレンジがあり、水色がありとかいろいろあり
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ます。ですからできるだけ早めにやはり揃えていかんとやっぱりみたんなかと思いますの

で、そこら辺は揃えるように、総務課長あたりは経費節減という意味の中で話をして予算

も要求してきとらすとかも分からん。団員からも団長からも要望出とらんかも分からんば

ってんが、そういったことでは対応していきたいと思います。ただ暑さ対策で今は私達も

もうぬっかっですよ。そいばってんがそこら辺に行くとは夏服、夏、冬着らるっごたちょ

っと服装だろうと。今、現に夏用、冬用て作っとらんけんですね。ですからそこら辺は１

種類になると思いますけれども、合わせるようなかたちで予算を要求していきたいと思い

ます。これも何でん町長はでくっ、でくって言いよばってん、財政課長に相談せんばなら

んとこもあっとばってんですよ。そういったことで極力していくごと総務課長あたりとし

ていきたいと。今担当あたりは経費節減ということで着られるっとは辛抱して、まいっと

き着とってくいしゃいて言うて、団員からも、幹部からも言われてしとって思いますので。

しかし、やはり揃えて、何かああいう式典みたいなときは、みたんのうあっとですよ。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

質疑がないので、質疑を終了したします。 

入替えのため、暫時休憩したいと思います。 

 

 

午後 ２ 時 21 分  休憩 

午後 ２ 時 31 分  再開 

 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

それでは時間になりましたけれども、休憩を閉じ、直ちに会議を開きます。 

 

 

災害復旧費について 

 

 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 次に、災害復旧費から歳出の最後予備費まで、決算書の 217 ページから 221 ページまで、

行政実績報告書では 75ページから 76ページまでを審議致します。 

 行政実績について、関係課の概要説明を求めます。 

なお、説明につきましては、簡潔にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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○建設課長（安本智樹君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○財政課長（西村芳幸君） 

《歳出の行政実績の概要説明》 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

 説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑の方ありませんでしょうか。 

〇山口委員 

 76 ページ、実績報告書の 76 ページですね。公債費及び地方債現在高の推移ていうのが

あって、これが平成 26 年から令和５年まで 6.4 パーセントから一旦 3.5 パーセントまで下

がって、また今 6.0 パーセントになっているんですけども、これ今後パーセントとしたら

増えていく見込みなのか、それともこの５～６パーセント台を推移する見込みなのか。そ

ういったところを分かれば教えていただきたいなと。 

○財政課長（西村芳幸君） 

 お答えします。 

実質公債費率については、一般会計における地方債の元利償還金や公営企業ですね。水

道とか病院事業とかそういったものにおける地方債の元利償還金に対する繰出金なども含

んでいるものでございます。ですので、今後の地方債をどれほど借りるかというところで、

この実質公債費率については増えたり、減ったりするということで、今のところは大体こ

の令和５年度の６パーセントぐらいで推移するのではないかなというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

〇山口委員 

 今その日本の金利っていうのは、こうちょっとずつ上がるのかなというところがある、

日銀が‥‥‥金利ですね。それの影響っていうのは例えば地方債の金利にも影響を及ぼす

ものなんでしょうか。 

○財政課長（西村芳幸君） 

 お答えします。 

地方債の金利についても、確かに令和４年度と５年度と比較したところ、令和５年度の

ほうが高くなっております。その分基金利子のほうについても若干ではございますが、令

和４年度より５年度が上がっている。そういう状況でございます。 

以上でございます。 

○決算審査特別委員長（竹下泰信君） 

質疑がないので、質疑を終了したいと思います。 

 審査の途中ですが、本日はこの程度に留め、明日に延会したいと思います。明日は例年
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どおり９時半からですので、よろしくお願いします。今日はどうもお疲れさまでございま

した。 

 

 

午後２時38分 延会 

 

 

以上の会議の次第は、職員の記載したものであるが、その内容の正確であることを証す

るためここに署名する。 

   令和  年  月  日 

 

              委員長   竹 下 泰 信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


